
（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

団体名 業種名 事業名 施設名

長岡市 水道事業 ― ―

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

   減少傾向にある市の人口動態を見ながら、老朽化する施設の統廃合や長寿命化によるコスト削減に努める。

・ ①現行の経営体制・手法で、健全な事業運営が実施できているため

・

・

広域化等
民間活用

○

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（取組の概要及び効果） （（実施済のみ）性能発注内容） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

年 月 日

検討中

19 7 1

実施予定

○

取組事項 民間活用（包括的民間委託）

実施済 ○

公共処理施設を地域ごとに分割し、包括委
託を契約している。委託レベルは２。

放流水の管理基準（BOD、SS、大腸菌
群数）及び脱水汚泥の含水率（脱水機を
有する場合）を処理場毎に設定。

平成

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

長岡市 下水道事業 公共下水 ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（取組の概要及び効果） （（実施済のみ）性能発注内容） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

月 日

検討中

19 7 1

実施済 ○

公共処理施設を地域ごとに分割し、包括委
託を契約している。委託レベルは２。

放流水の管理基準（BOD、SS、大腸菌
群数）及び脱水汚泥の含水率（脱水機を
有する場合）を処理場毎に設定。

平成

実施予定 年

取組事項 民間活用（包括的民間委託）

○

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

長岡市 下水道事業 農業集落排水 ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（取組の概要及び効果） （（実施済のみ）性能発注内容） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

月 日

検討中

19 7 1

実施済 ○

公共処理施設を地域ごとに分割し、包括委
託を契約している。委託レベルは２。

放流水の管理基準（BOD、SS、大腸菌
群数）及び脱水汚泥の含水率（脱水機を
有する場合）を処理場毎に設定。

平成

実施予定 年

取組事項 民間活用（包括的民間委託）

○

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

長岡市 下水道事業 特定環境下水 ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（取組の概要及び効果） （全部と一部の別） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

年 月 日

検討中

平成

○ 0 26 4 1

実施済 ○ 　ガス事業の今後のあり方について、学識
経験者等で構成する民営化検討委員会に
諮問した結果、民間譲渡が望ましいとの答
申を受けた。これにより、プロポーザル方式
で譲渡先を公募し、学識経験者等で構成す
る譲渡先選定委員会による選考結果の答
申を受けて民間譲渡を実施した。

全部民営化・
全部民間譲渡

一部民営化・
一部民間譲渡

実施予定

取組事項 民営化・民間譲渡

○

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

長岡市 ガス事業 ― ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

　 独立採算が難しい事業であるが、経営成績や財務状態を把握するために法適化へ移行することとし、施設の統廃合や長寿命化によるコストの削減に努める。

○

・ ②抜本的な改革の方向性の検討を行ったものの、現行の体制が望ましいとの結論に至ったため

・

・

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

長岡市 簡易水道事業 ― ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（取組の概要及び効果） （全部と一部の別） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

（取組の概要及び効果） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

年 月 日

検討中

平成

 ○ 26 4 1

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

実施済 ○

指定管理者制度による施設運営を行って
いる。適切な人員配置による作業効率の上
昇。

代行制 利用料金制

実施予定

年 月 日

検討中

平成

○ 0 31 4 1

実施済
施設の有償貸付による民間運営を予定し
ている。民間ノウハウの活用による施設維
持・運営コストの削減が見込まれる。

全部民営化・
全部民間譲渡

一部民営化・
一部民間譲渡

実施予定 ○

取組事項 民営化・民間譲渡

○ ○

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

長岡市 と畜場事業 ― ―

抜本的な改革の取組

団体名 業種名 事業名 施設名

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（取組の概要及び効果） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

年 月 日

検討中

平成

 ○ 27 4 1

実施済 ○
　民間ノウハウの導入により管理運営の効
率化と、きめ細かなサービスの両立を図っ
た。
　指定管理者の選定に当たっては外部有
識者による選定委員会での審議を経ること
で、より適切な管理者の選定を期した。

代行制 利用料金制

実施予定

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

○

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

長岡市 駐車場整備事業 ― ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（取組の概要及び効果） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

年 月 日

検討中

平成

 ○ 18 4 1

実施済 ○ 公設の老人デイサービスセンター１０施設
について、平成17年４月１日から18年３月
31日までの１年をかけ指定管理者制度の
導入を検討し、平成18年４月１日から導入
を開始した。民間事業者のノウハウにより、
利用者の確保が図られ、利用率の増加、
低減の抑制に効果があった。

代行制 利用料金制

実施予定

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

○

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

長岡市 介護サービス事業 ― 老人デイサービスセンター

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

○

・ ⑤事業の規模が小さく、人員が少ない等の理由から抜本的な改革の検討に至らないため

・

・

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

長岡市 下水道事業 個別排水処理 ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

○

・ ⑤事業の規模が小さく、人員が少ない等の理由から抜本的な改革の検討に至らないため

・

・

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

長岡市 下水道事業 特定地域排水処理 ―

抜本的な改革の取組

団体名 業種名 事業名 施設名

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性


